
住宅セーフティネット制度とは？

高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に配慮が必要な方（住宅確保

要配慮者）の入居を拒まない賃貸住宅（セーフティネット住宅）として住ま

いを登録する制度です。改修・入居への経済的支援等の仕組みも盛り込まれ

ています。

また、改修費の補助や入居者の負担軽減につながる補助を活用できますの

で、入居希望者の増加や、空き家・空き室の解消が期待できます。なお、入

居者を住宅確保要配慮者に限定する「専用住宅」として登録することにより、

より手厚い補助を受けることができます。

セーフティネット住宅として自治体に登録すると、専

用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システ

ム」を通して住宅の情報が広く周知されます。

資料：国土交通省パンフレット「民間住宅を活用した新たな住宅セーフティネット制度をご活用ください」

詳しくは、国土交通省ウェブサイトでご確認ください。

情報提供システムは
こちら

補助金などの
詳細はこちら
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